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審査経験・実績の反映による規制基準の継続的な改善に係る規制庁内公開会合における確認事項への回答について 

 

○資料 1-2 ATENA から収集した意見・提案のうち「分類（a）見直しを要しない」と整理するもの（案）（抜粋） 

確
認
対
象
意
見 

 

 

 

 

 

 

【確認事項】 

本意見の主旨は、現状の基準解釈の

記載でも十分に明確であるため、分類

(a)に変更しても問題ないと考えるが、

事業者意見として、他に意図があるもの

か？ 

 

【回答】 
8/26 の公開会合でも同様の議論があ
りましたが、左記意見に記載以上の主
旨はありません。 

事業者側としても同様の理解ではある
ものの、審査実績として実際に違う解釈
の議論があったため、より明確化を希望
するものです。 

事
業
者
意
見
補
足 

【第 12回（規制基準等の継続的改善）新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（8月 26日）資料 12-1（抜粋）】 
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○資料 1-4 原子力規制庁及び ATENA から収集した意見・提案のうち「分類（c）その他記載の具体化・表現の改善の検討が必要なもの」と整理するものと 

その小分類について（案）（抜粋） 

確
認
対
象
意
見 

 

 

 

 

 

【確認事項】 

改正点のイメージに記載の「同等以上

の保安水準をもつ場所」との追記であれ

ば、現行でも技術基準解釈、火災審

査基準の冒頭に同様の主旨の記載が

あるため、不要であると考える。 

本意見の主旨は、現状の基準解釈の

記載でも十分に明確であるため、分類

(a)に変更しても問題ないと考えるが、

事業者意見として、他に意図があるもの

か？ 

 

【回答】 
8/26 の公開会合でも同様の議論があ
りましたが、左記意見に記載の通り、事
業者提案主旨としては、技術基準解
釈、火災審査基準の冒頭の「・・・十分
な保安水準の確保が達成できる技術
的根拠」の具体的要件として、審査実
績として認めて頂いた「中央制御室と同
様な監視機能を有し監視人が常駐す
る場所」が該当する旨の記載の追加
し、当該基準の明確化を希望するもの
です。 

事
業
者
意
見
補
足 

【第 12回（規制基準等の継続的改善）新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合（8月 26日）資料 12-1（抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


